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今後さらに取り組むべき水災害分野の気候変動適応策（案）について 
（水害、土砂災害、高潮災害に関するもの） 

 

 

 

水災害分野に係る最近の主な動向や平成 20 年 6 月答申で示された具体の適応策について

のフォローアップ結果等を踏まえ、今後さらに取り組むべき適応策のあり方を整理するに当

たっての主な検討課題（案）について、第 13 回小委員会において水害、土砂災害、高潮災

害に関するものを中心に抽出、整理し、議論を行った。これらを踏まえ、今後さらに取り組

むべき具体的な水災害分野の気候変動適応策（案）について、以下の通り整理した。 

 

 

 

１．基本的な考え方 

 

 気候変動に伴い現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生頻度の増大が予測されてお

り、被害が頻発、激甚化することが想定されるとともに、複合的な要因により過去に例のな

い被害が発生することも想定される。 

そのため、水災害分野の気候変動適応策としては、前回の答申で示した「施設による適応

策」、「地域づくりと一体となった適応策」、「危機管理対応を中心とした適応策」、「渇水リス

クの回避に向けた適応策」、「河川環境の変化への適応策」の５つの適応策と「気候変化によ

る影響のモニタリングの強化」について、例えば「施設による適応策」としては長期的な整

備の方針等に沿って引き続き施設等の整備（河道、洪水調節施設、下水道施設、砂防施設、

海岸保全施設などの整備）を進め防災機能を高めることなどを引き続き推進する。 

これに加え、東日本大震災の教訓に基づき津波対策において導入されたハード・ソフトの

施策を柔軟に組み合わせた「多重防御」の考え方を踏まえ、流域、まち・地域、住民等とい

ったあらゆるレベルでリスクを軽減するための対策について、時間軸や実現可能性を考慮し

た検討を行い、その対策を推進する。すなわち、現況の安全度や計画規模を上回る外力の発

生を前提に、なんとしても人命を守ること、壊滅的な事態に陥ることがないこと、被害を最

小化すること、迅速に復旧・復興が出来ることを目標に進める。 

 なお、適応策の推進に当たっては、気候変動予測の不確実性を考慮し、気候変動予測技術

の向上、気候変動モニタリングの結果などを踏まえて、適宜見直しを行いながら順応的に行

う。 

 

  

資料２ 



2 
 

２．今後さらに取り組むべき水災害分野の気候変動適応策の具体的な内容（案） 

 

１）流域、まち・地域、住民等といったあらゆるレベルでリスクを軽減するためのリスク評

価の実施 

 

 気候変動に伴い現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生頻度の増大が予測されてお

り、被害が頻発、激甚化することが想定されるとともに、複合的な要因により過去に例のな

い被害が発生することも想定されており、これらへ対応していくことが必要である。 

対応としては、長期的な整備の方針等に沿って、着実に施設等の整備（河道、洪水調節施

設、下水道施設、砂防施設、海岸保全施設などの整備）を推進し防災機能を高めるとともに、

老朽化する施設について適切に維持管理・更新等を行うことによりその機能を維持しなけれ

ばならない。しかしながら、気候変動に伴い現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生頻

度の増大が予測されることから、氾濫等による被害の発生を前提として、流域、まち・地域、

住民等といったあらゆるレベルでリスクを軽減するための対策をより一層促進させること

が重要である。 

そのためには流域、まち・地域、住民等において、どのようなリスクがあるか、また気候

変動によりそれがどのように変化するのかについて、施設管理者等はあらかじめ提示するこ

とが必要であるが、あらゆるレベルでリスクを軽減するための対策を検討し、実施するため

に十分な情報が示されているとまでは言えない。 

このため、流域、まち・地域、住民等といったあらゆるレベルでリスクを軽減するための

対策を検討し、実施するために、施設管理者等は、現況の安全度や計画規模を上回る外力や

複合的な要因に伴う外力が生じた場合に、どのような水害・土砂災害等が発生し、地域にお

いてどのような事態となり、被害がもたらされるかなどについて、きめ細かく的確にリスク

を評価するとともに、わかりやすい表現となるよう工夫して提示することが不可欠である。 

これらのリスク評価に当たっては、気候変動に伴い現況の安全度や計画規模を上回る外力

の発生頻度の増大が予測されていることから、計画の規模を上回り、現実的に想定される範

囲内での最大のものを設定し、それも対象とするとともに、そこに至るまでのいくつかの異

なる規模についても対象とする。 

また、きめ細かく的確にリスク評価の結果を提示できるよう、評価項目について資産被害

や人的被害に加え、重要な機能への影響、復旧・復興の困難度などについても評価できるよ

うにする。あわせて、わかりやすく提示できるよう、マップのかたちでの提示や、洪水（外

水）だけでなく、内水との一体としたリスク評価や、高潮、土砂災害等やこれらの複合化し

たものをまとめて提示する。さらに、気候変動によってリスクがどのように変化するかにつ

いてや、適応策の進捗や流域の社会条件の変化等による時間軸上でのリスク変化についても

提示する。 
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２）現況の安全度や計画規模を上回る外力が生じた場合等の流域内のリスク分担や適応策

【流域レベル】 

 

氾濫等による被害の発生を防ぐべく、施設管理者等は、施設等の整備を推進するとともに、

既存の施設の適切な維持管理・更新に努める。しかし、気候変動に伴い現況の安全度を上回

る外力の発生頻度が高まることが予測されていることから、氾濫等による被害の発生を前提

とし、流域、まち・地域、住民等といったあらゆるレベルでリスクを軽減するための対策の

検討が進むよう、施設管理者等はリスク評価を行い、その結果について、関係者（国、都道

府県、市町村の施設管理担当部局、防災担当部局、まちづくり担当部局や、その他の施設管

理者等）に提示する。 

提示されたリスク評価の結果を踏まえ、関係者においてリスクを実感・共有し、リスクの

分担や地域に応じた適応策を検討し、現場での実行が進むような仕組み（以下「協議会等」

という。）を構築する。協議会等で検討し合意した事項（適応策等）については、関係者に

おいてそれぞれの関係する計画等への反映を図る等により推進する。 

なお、施設管理者等は、関係者が実施する適応策の進捗状況や気候変動モニタリング、社

会経済情勢の変化などを踏まえ、リスク評価の結果を適宜見直すとともに、協議会等を通じ、

関係者に情報提供・共有し、関係者においては必要に応じて適応策等を見直す。 

 

施設管理者等は、長期的な整備の方針等に沿って、防災機能を高めることに加えて、現況

の安全度や計画規模を上回る外力が発生した場合の流域全体のリスク軽減を図るため、着実

に施設等の整備を推進する。その際、ある地域のリスクを軽減するための施設等の整備が、

別の地域のリスクを増大させる結果となるおそれもあることから、個別の施設等の整備によ

り地域ごとの被害が増大することがないよう、流域内のリスク分担に留意した施設等の整備

の考え方について検討し、必要に応じて施設等の整備の内容や手順を再設定する。 

 

施設管理者等は、大規模水害により氾濫が発生した場合に、被害拡大を防止し、河川管理

施設等の緊急復旧等を迅速かつ円滑に実施できるよう、緊急輸送路等の広域ネットワークと

一体的に機能し、避難等にも資する防災拠点等の整備や、氾濫水が貯まりやすく浸水深が大

きくなりやすいブロックにおける排水対策などの強化を行う。 

 

気候変動に伴い海面水位の上昇、大雨の頻度増加、台風の激化等が予測されているが、気

候変動予測には社会経済シナリオの違いや全球気候モデルの違いなどに伴う不確実性があ

る。このため、長期的な整備の方針等の対象とする外力については、気候変動モニタリング

の結果や気候変動予測技術の向上等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。 

また、気候変動の進展に伴い長期的な整備の方針等のベースとなる確率分布が変化するこ

とが予測されるため、これについてどのように扱うかについて今後検討する。 

 

現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生を前提として、それらの外力を対象とし河道
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全体について洪水流の水理解析を行うこと等により、河道や施設の総点検を実施する。総点

検に当たっては、洪水中の河道の変化状況や、土石流等により河道に過剰な土砂が供給され

た場合の影響などについても把握できるような手法を開発する。 

総点検の結果を踏まえ、それらが有する能力を適切に発揮できるような整備、維持管理、

施設操作等について検討し、それぞれに反映する。また、降雨流出予測技術の向上を図り、

それを活用し洪水調節施設の運用の高度化を図る。 

また、これらの検討を支える河川技術等について、最新の知見を活用するとともに、これ

までの技術等も含めて体系化を進める。 
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３）水災害に係る防災・減災の観点がより考慮されるまちづくり・地域づくりとの連携【ま

ち・地域レベル】 

 

施設管理者等は、まちづくり・地域づくりが目指す将来の方向性や具体の計画等の検討が

される場合に、水災害に係る防災・減災の観点（なんとしても人命を守ること、壊滅的な事

態に陥ることがないこと、被害を最小化すること、迅速に復旧・復興が出来ること等）がよ

り考慮されるよう、まちづくり・地域づくりの担当部局との連携を強化する。また、まちづ

くり・地域づくりに関する協議会等が設置されている場合や住民説明会等が開催される際に

は、積極的に参加するとともに、リスク評価の結果を情報提供し、共有する。 

特に、人口減少、高齢化の進行に伴う人口・社会構造の変化を踏まえ、コンパクトな都市

構造への転換を図る場合においては、リスクを十分に勘案して、居住を誘導する区域の設定

等がされるようより積極的な連携を図るとともに、その区域設定を踏まえ、リスクを軽減す

るための対策を重点的に実施する。 

 

施設管理者等は、まちづくり・地域づくりに関する計画に反映されるよう、計画規模の降

雨により浸水する恐れがある区域を包絡的に示す浸水想定だけでなく、現況の安全度や計画

規模を上回る様々な外力や複合的な要因に伴う外力に対し、災害の特性（被災シナリオ、浸

水区域、浸水深、浸水継続時間、氾濫水到達時間等）を組み合わせ、リスク評価の結果を、

例えば家屋の資産被害が大きくなる床上浸水の発生頻度を示すリスクマップ等によりわか

りやすく提示する。また、洪水（外水）だけでなく、内水との一体としたリスク評価や、高

潮、土砂災害等やこれらの複合化によるリスク評価の結果をまとめて提示する。 

 

内水対策やいわゆるゲリラ豪雨対策が必要な流域等においては、河川と下水道の流れ等を

一体として計算する手法を開発し、その結果を踏まえて計画を策定する。 

また、新規開発に対して雨水流出抑制の対策を進めてきているが、これに加え、河川と下

水道の既存施設のネットワーク化による有効活用などの既成市街地での対策の推進や、既存

の雨水貯留浸透施設等の機能が発揮されるよう適切な管理に努める。 

 

東日本大震災の教訓に基づき、津波対策においては「津波防災地域づくりに関する法律」

により、新たに津波災害特別警戒区域等の土地利用規制が創設され、土砂災害対策としては

土砂災害警戒区域等の土地利用規制が既に設けられ、それぞれ取組みが進められている。洪

水対策、高潮対策においても、近地津波と比べて時間的余裕をもって発災を予測することが

可能であることを踏まえ、引き続き災害危険区域等の既存の土地利用規制の制度を積極的に

活用する。 

また、洪水、高潮による氾濫で生じる被害を軽減するため、流域における地形（自然堤

防等）や施設（盛土構造物等）の保全等に積極的に努めるとともに、「津波防災地域づくり

に関する法律」により新たに創設された津波防護施設等に関する制度と同様の制度を導入す

ることについて、必要に応じて検討する。  
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４）住民、企業、市町村等が行う危機管理対応等への水災害に係る防災・減災の観点の反映

【住民レベル】 

 

東日本大震災の教訓に基づき、津波防災地域づくりにおいては最大クラスの津波が発生し

た場合でも「なんとしても人命を守る」ようハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせる「多

重防御」の考え方が示された。気候変動に伴い現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生

頻度の増大が予測されていることから、例えば計画規模の降雨により浸水する恐れがある区

域を包絡的に示す浸水想定だけでなく、住民、企業、市町村等が危機管理対応を検討するに

当たり前提とする外力（計画の規模を上回り現実的に想定される範囲内での最大のもの（以

下「危機管理対応上の外力」という。））を設定し、それを対象とした浸水想定を作成するこ

とについて検討する。また、浸水想定は「危機管理対応上の外力」だけでなく、そこに至る

までのいくつかの異なる規模についても提示する。 

 

施設管理者等は、危機管理対応や事前防災対応の検討により用いられるよう、現況の安全

度や計画規模を上回る様々な外力や複合的な要因に伴う外力に対し、様々な被災状況（例え

ば洪水であれば、被災シナリオ、浸水区域、浸水深、浸水継続時間、氾濫水到達時間等）を

組み合わせ、リスク評価の結果を、例えば浸水区域、浸水深が時間的に変化するリスクマッ

プ等によりわかりやすく提示する。また、洪水（外水）だけでなく、内水との一体としたリ

スク評価や、高潮、土砂災害等やこれらの複合化によるリスク評価の結果をまとめて提示す

る。 

 

浸水想定は、河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨による洪水（外水）だけでな

く、内水、高潮やこれらが複合した場合も作成の対象とする。また、外力の特性（洪水、高

潮、内水）に応じた地下街等の避難確保、浸水防止対策の推進や地下街、地下鉄及び接続ビ

ル等の連携方策を検討する。 

 

被害を最小化するため、災害発生後の対応はもとより、災害発生前のリードタイムを活用

した時系列に応じた対応等について検討するとともに、関係機関間で対応を共通認識として

おくよう働きかける。また、災害対応後にその内容を検証し改善する仕組みについて検討す

る。 

 

国民、企業等の水災害分野の気候変動に伴う影響や適応策についてのリテラシィがより向

上し、地先単位で考えるのではなく、地域（流域）単位で考えることにより、リスク分担が

実際に進むよう、積極的な広報、防災・環境教育、人材育成等に努める。 

 

住民、企業等が、リスク評価の結果を踏まえ、より安全な地域に居住、立地し、また企業

等がより安全な地域で開発をすること、リスクの高い地域においては、自ら盛土等を行うこ

とにより安全度を高めた上で居住、立地等することに加え、その行為が周辺地域のリスクを
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高める可能性があることを理解し必要に応じて対策を講じることなど、自助による防災・減

災が促進されるようリスク評価の結果の活用を図る。 

 

より的確な避難行動を可能とするため、ビッグデータの活用等によるリアルタイムでの浸

水状況の把握や、地震計、人工衛星等を活用した大規模土砂災害の把握など、災害情報につ

いてリアルタイムに収集し、発信できるよう技術開発に取り組む。 
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５）水災害分野の気候変動に係る調査・研究、技術開発の促進及びその成果の施策等への活

用の推進について 

 

河川砂防技術研究開発制度などにより、水災害分野の気候変動に係る調査・研究、技術開

発の促進を図る。 

 

施設管理者等は、「文部科学省気候変動リスク情報創生プログラム」や「文部科学省気候

変動適応研究推進プログラム（RECCA）」、「文部科学省データ統合・解析システム（DIAS）」、

「環境省温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」など、水災害分野の気候変動に係

る調査・研究、技術開発の最新の内容を随時把握するとともに、その成果については、施設

等の整備に関する計画、施設の操作等の検討だけでなく、まちづくり・地域づくり、危機管

理対応等の検討にも積極的に活用し、必要に応じて施策等へ反映する。 


